
1

“いのちのとりで裁判”第2ラウンドの闘い

追加給付から審査請求運動へ     
  

いのちのとりで裁判全国アクション 事務局長

弁 護 士 小久保 哲 郎（大阪）

2026.4.2
いのちのとりでを守る 新たな一歩 キックオフ集会

「史上最大の攻撃には史上最大の反撃を！」

1万件審査請求運動を経て

国策の根幹に挑む、勝てるかどうか分からない闘い
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最高裁判決言渡し
６月２７日（金）午後３時

生活扶助基準引下げの違法性を認め、
保護費減額処分の取消しを命じる歴史的判決

■「デフレ調整」：「物価変動率のみを直接の指標として用いるこ
と」について、基準部会等による審議検討が経られていないなど、合
理性を基礎付ける専門的知見がない ☛ 違法

 宇賀意見：テレビ等の物価下落率の増幅など算定方法の恣意性も指摘

■「ゆがみ調整＋2分の１処理」☛違法とはいえない

 宇賀意見：増額される世帯にとっては激変緩和ではなく不利益な措置☛違法

■ 国家賠償請求 ☛国賠法上の違法があるとはいえない

 宇賀意見：財産的損害が賠償されれば足りるとはいえない☛慰謝料支払命令
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最高裁判決後（原告勝訴確定後）の
国、厚生労働省の原告側に対する姿勢

１ 謝罪するかどうかさえ明らかにしない。

２ 当事者と協議はするが実質的な話をしない。

３ 今後の対応を自らが一方的に決めた「最高裁判決への対応に

関する専門委員会」の審議に委ねる。

⇒ 当事者を軽視、不誠実

☛  判決の意義の矮小化

  被害回復額の最小化？

専門委員会の開催
① 8月１３日

② ８月２９日 原告関係者
（原告・弁護団ら７名）意見陳述

③ ９月８日 ④ 9月22日

⑤ 10月2日 ⑥ 10月23日

⑦ 10月29日
⑧ 11月7日
⑨ 11月17日（最終）
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専門委員会での議論

• 原告については、取消判決の結果、減額前基準による給付請求権
が発生（争いなし）
☛改定前基準との差額全額補償が必要（原告側）

• 多数意見で違法とされなかった「ゆがみ調整（＋2分の１処理）」を
実施するか

• 「デフレ調整」に代わる新たな水準調整（下位10％の低所得世帯の消費水準

との比較）を実施するか
☚前訴で主張し又は主張できた理由による再処分（蒸し返し）は

紛争の一回的解決の要請・信義則に反し許されない

11.18 専門委員会 報告書の内容

原告 原告以外

全額支給 ①（興津委員） ×

ゆがみ（＋2分の1）実施 ②（太田委員ら） ③（全委員）

新減額実施 ④（経済系委員） ⑤（経済系委員）

別途給付 × ×
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11.21 厚生労働省発表の対応策

原告 原告以外

全額支給 × ×

ゆがみ（＋2分の1） 実施 実施

新減額（2.49％） 実施 実施

別途給付 新減額分を穴埋め ×

贈与
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国の対応策の問題点

•取消判決によって生じた原告らの具体的な給付請求権を侵害

•違法とされたデフレ調整に代わる理由での再減額改定（－2.49
％）は紛争の一回的解決の要請に反する

原告：基準自体は下げられている（特別給付は保護費でなく贈与）

 原告以外：最判は「基準」を違法と判断、本件訴訟の代表訴訟的性格

•原告と原告以外で給付額に差を設けるのは平等原則違反

•「－2.49％」自体が正しくない

国の対応策の理由・背景
•経緯や原因究明のやる気皆無

☚ 引下げの主犯格・後継者が政権の中枢に

☛ 判決の意義・波及効果をできる限り矮小化する必要

•なお残る生活保護への偏見や差別の解消を図るのではなく利用

•原告・生活保護利用者・弁護団をナメている。

☛再提訴を視野に1万件審査請求運動に取り組む



7

引き続き問われるこの国の三権分立

•「法」に基づくべき「行政」が「政治」の力でゆがめら
れたとき、これを「司法」が正せるか

•「司法」は生きていたが、司法を軽視し判決の意義
を矮小化する「行政」と「政治」

•１０数年の闘いを経て、あらためてこの国の三権分
立を守る「第2ラウンドの闘い」が始まる

しかし、最高裁判決の意義を
「ゼロ」にはできない

半額に値切られたとはいえ
300万人に2000億円の給付という

前代未聞の事業が始まる
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保護費の追加給付にかかる扱い

•遺族に対する給付は行わない

☚朝日訴訟判決「生活保護の給付請求権は一身専属権」。ただし、少数意見有

•外国人にも行政措置として追加給付する

•保護廃止世帯にも給付する。ただし、申出が必要。

•新たな追加給付なので遅延損害金は発生しないが、原告
には年5％の金利相当分を特別給付金に上乗せ

追加給付額のイメージ 2025年12月19日
自治体向け説明会資料より
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2026年2月 厚労省公表資料

R８年度からは
基準に反映

激変緩和措置を通じて影響継続！
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2018年10月以降も「激変緩和措置」を通じて違法改訂は影響

追加支給の順序・国の広報
【2月20日】厚労大臣の特例告示、社会援護局長通知2本発出

① 処分取消しの確定判決を受けた原告（３月～）

② 原告以外の生活保護利用世帯（４月～？）

～3月30日に「相談センター」・特設HP開設

③ 保護廃止された世帯からの申し出受付（夏ころ？）

～SNSだけでなく新聞広告・ラジオ等でも広報

※ 原告への特別給付金の支給は、①を経た後に国から直接
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■ 特設HPにチラシや利用者向けQ＆A掲載

■ 相談のみ（申請受付や援助はせず）

■ 自治体独自の相談センター設置も可能（助成対象）
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原告以外
保護受給
世帯用

原告
保護受給
世帯用
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保護廃止
世帯用
申出書
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原告
保護廃止
世帯用
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原告以外
保護廃止
世帯用

違法に減らされていた「保護費」の
追加給付なのに不服申立できないな

んておかしい！
☛審査請求しよう！

訴訟係属中の原告への扱い

【厚労省の説明】

■「可能である」としているが、「争いの対象となっていない期間分」については確定原告と同様に早
期に支給する（北九州市の例） ☛未確定原告は、３回に分けての支給になる

■国賠のみの原告についても、確定原告と同様に早期に支給する。ただし、特別給付金の支給はない
（大阪市の例）

☛ただし、自治体によって取り扱いに混乱が見られるので要確認！
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原告（被告自治体に居住）
特別給付金
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原告
（転居または
保護廃止）
特別給付金
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原告
特別給付金
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3回目の１万件審査請求運動

• 3カ月以内に都道府県知事に対し行う（取消し訴訟ができなくなる）

• 年を越して期末一時扶助を受けた利用者や、障害者加算などを受け
ている利用者は皆申し立てられる（かなり対象者は広い）

• 保護廃止された者は審査請求できないと国は言っているが、おかし
いから申し立てる。（審査請求の教示は「なし」にチェック）

• 原告は3月中、原告以外は4月以降に追加給付されたら、補償の一部
として受け取ったうえで不服を申し立てる（地域によって時期にバラツキ）
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今後の取組み予定

■５月１３日（水）午後

大阪府庁にて原告による集団審査請求（未調整）

■５月１４日（木）１０時～１８時

全国いっせい電話相談会

ナビダイヤル方式・フリーダイヤル

思い起こせば・・・
2013年７月２６日 1万件審査請求運動を提起
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思い起こせば・・・
2013年9月17日 大阪府庁

闘いは、ここから始まった！
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「権利は闘う者の手にある」
by 朝日訴訟原告・朝日茂

当事者・弁護団・支援
三位一体の団結を大切に育て

第2ラウンドの闘いへ！
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